
当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期
積金、別段預金、納税準備預金等を取り扱っております。

●日本銀行歳入代理店 ●地方公共団体の公金取扱業務 ●信金中央金庫、（株）日本政策金融公庫等の代理貸付業務

預金の支払準備及び資金運用のため、国債、地方債、社債、
株式、その他の証券に投資しております。

手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取り扱っております。

送金為替、振込及び代金取立等を取り扱っております。

銀行引受手形、商業手形等の割引を取り扱っております。

1. 預　金

1. 代理業務

1. 貸　付

2. 保護預り及び貸金庫業務
4. 公共債の引受
6. 保険商品の窓口販売（保険業法第275条第1項により行う保険募集）
7. スポーツ振興くじ（toto）の払戻業務

3. 債務の保証
5. 国債及び投資信託の窓口販売

8. 電子債権記録業に係る業務

2. 手形の割引

金融商品に係る勧誘方針

❶預金業務

❺付帯業務

❷貸出業務

❸有価証券投資業務 ❹内国為替業務

当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照ら
して、適正な情報の提供と商品説明をいたします。1

金融商品の選択・ご購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客
様に適正な判断をしていただくため、当該商品の重要事項について説明をいたします。2

当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのない
よう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。3

当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。4

金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点がございましたら、窓口までお問合
せください。5

金庫の主要な事業の内容
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